
鹿沼市「水のふるさと」再生計画 新旧対照表 
旧 新 

地域再生計画 
 
１～３ （略） 
 
４．地域再生計画の目標 

鹿沼市は、首都東京から北に約１００ｋｍ、栃木県の中西部

に位置し、人口９３，７４５人（平成１７年４月１日現在）、

東西３４．２ｋｍ、南北１３．２ｋｍの長円形をなし、３１３．

３平方キロメートルの広大な面積を有している。 
 
 
市域の６０％を山林が占め、特に西北部には、日光に続く奥深

い山々が連なり、そこを源流として、大芦川をはじめ、黒川、

荒井川、南摩川などが流れている。これらの幾筋も流れる清流

が生み出す河川環境は、鹿沼らしい雄大で美しい景観を支えて

きたばかりでなく、ホタル狩りやアユ釣り、子供たちの水遊び

など憩いややすらぎの空間として、さらには下流域の人々の命

の源として多くの恵みを提供してきた。 
（中略） 

また、生活排水を処理するための方策として、昭和４７年度

から着手した公共下水道事業の推進、平成６年度から農村地域

地域再生計画 
 
１～３ （略） 
 
４．地域再生計画の目標 

鹿沼市は、首都東京から北に約１００ｋｍ、栃木県の中西部

に位置している。本市は、平成１８年１月１日、粟野町を編入

合併し、人口１０４，６８９人（平成１７年３月３１日現在の

旧鹿沼市と旧粟野町の人口を合算）、東西３２．９７ｋｍ、南

北２８．１７ｋｍとなり、行政区域においては４９０．６２ｋ

ｍ２の広大な面積を有する新生・鹿沼市となった。 
市域の６９％を山林が占め、特に西北部には、日光に続く奥深

い山々が連なり、そこを源流として、大芦川をはじめ、黒川、

荒井川、粟野川、思川、永野川などが流れている。これらの幾

筋も流れる清流が生み出す河川環境は、鹿沼らしい雄大で美し

い景観を支えてきたばかりでなく、ホタル狩りやアユ釣り、子

供たちの水遊びなど憩いややすらぎの空間として、さらには下

流域の人々の命の源として多くの恵みを提供してきた。 
（中略） 

また、生活排水を処理するための方策として、昭和４７年度

から着手した公共下水道事業の推進、平成６年度から農村地域



で実施している農業集落排水事業を、昭和６３年度からの浄化

槽設置整備事業を、さらに平成１６年度からは浄化槽市町村整

備推進事業を展開し水質保全を図ってきた。この結果、平成１

６年度末の汚水処理人口普及率は、７０％にまで達したものの

未だ十分とはいえない状況である。 
このため、公共下水道等汚水処理施設整備を一層促進し、快

適な生活環境の創出や河川をはじめとする公共用水域の水質

の向上を図る。併せて、市民協働による河川環境保全活動のさ

らなる推進に努め、水環境に対する市民の意識の高揚を図るこ

とにより、市内河川の清流を取り戻し、市民だけでなく下流域

の人々も水の恵みを安心して享受できる清い潤い豊かな「水の

ふるさと」鹿沼市の再生を目指す。 
 
（目標） 汚水処理施設の整備の促進 
（汚水処理人口普及率を７０％から７８％に向上） 
 
５．目標を達成するために行う事業 
５－１ （略） 
５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

（中略） 
［事業区域］ 
・公共下水道      鹿沼市 北犬飼、押原、日吉、 
      西沢地区 

で実施している農業集落排水事業を、昭和６３年度からの浄化

槽設置整備事業を、さらに平成１６年度からは浄化槽市町村整

備推進事業を展開し水質保全を図ってきた。この結果、平成１

６年度末の汚水処理人口普及率は、７１％にまで達したものの

未だ十分とはいえない状況である。 
このため、公共下水道等汚水処理施設整備を一層促進し、快

適な生活環境の創出や河川をはじめとする公共用水域の水質

の向上を図る。併せて、市民協働による河川環境保全活動のさ

らなる推進に努め、水環境に対する市民の意識の高揚を図るこ

とにより、市内河川の清流を取り戻し、市民だけでなく下流域

の人々も水の恵みを安心して享受できる清く潤い豊かな「水の

ふるさと」鹿沼市の再生を目指す。 
 
（目標） 汚水処理施設の整備の促進 
（汚水処理人口普及率を７１％から７９％に向上） 

 
５．目標を達成するために行う事業 
５－１ （略） 
５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 

（中略） 
［事業区域］ 
・公共下水道   鹿沼市 北犬飼、押原、日吉、 
      西沢地区 



・浄化槽（市町村設置型）鹿沼市 上南摩、東大芦、板荷地区 
 
・浄化槽（個人設置型） 鹿沼市全地区（ただし、公共下水道

認可区域、農業集落排水事業認可区

域及び当該年度内に認可申請が予

定されている区域並びに浄化槽市

町村整備推進事業区域を除く） 
（中略） 

［整備量］ 
・公共下水道  φ１００～２００ １２，０００ｍ 

    単独事業 φ１００～２００ ９，２００ｍ 
・浄化槽（市町村設置型） 

（単位：基）

 ５人槽 ７人槽 １０人槽 計 
平成１８年度 １３ ３５ ２ ５０ 
平成１９年度 ２０ ５７ ３ ８０ 
平成２０年度 ２９ ８６ ５ １２０ 
平成２１年度 ３０ ８６ ４ １２０ 

計 ９２ ２６４ １４ ３７０ 
 
 
 
 

・浄化槽（市町村設置型）鹿沼市 上南摩、東大芦、板荷、 
      西沢、清洲地区 
・浄化槽（個人設置型） 鹿沼市全地区（ただし、公共下水道

認可区域、農業集落排水事業認可区

域及び当該年度内に認可申請が予

定されている区域を除く） 
 

（中略） 

［整備量］ 
・公共下水道  φ１００～２００ １２，０００ｍ 
    単独事業 φ１００～２００ ９，２００ｍ 
・浄化槽（市町村設置型）  ４１０基 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・浄化槽（個人設置型） 
（単位：基）

 ５人槽 ７人槽 １０人槽 計 
平成１７年度 １６ ４９ ５ ７０ 
平成１８年度 ３５ １０５ １０ １５０ 
平成１９年度 ３５ １０５ １０ １５０ 
平成２０年度 ３５ １０５ １０ １５０ 
平成２１年度 ３５ １０５ １０ １５０ 

計 １５６ ４６９ ４５ ６７０ 
なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
公共下水道全地区で３，０００人、浄化槽（市町村設置型）で

１，１１０人、浄化槽（個人設置型）で２，０１０人 
［事業費］ 
公共下水道 事業費  ８２０，０００千円 

    （うち、交付金 ４１０，０００千円） 
単独事業費 ６００，０００千円 

浄化槽（市町村設置型）事業費 ４２６，９７３千円 
（うち、交付金 １４２，３２３千円） 

浄化槽（個人設置型） 事業費 ２７１，３３８千円 
（うち、交付金  ９０，４４６千円） 

合計   事業費 １，５１８，３１１千円 
（うち、交付金 ６４２，７６９千円） 
単独事業費 ６００，０００千円 

・浄化槽（個人設置型）  ９１０基 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
公共下水道全地区で３，０００人、浄化槽（市町村設置型）で

１，２３０人、浄化槽（個人設置型）で２，７３０人 
［事業費］ 
公共下水道 事業費  ８２０，０００千円 

    （うち、交付金 ４１０，０００千円） 
    単独事業費 ６００，０００千円 
浄化槽（市町村設置型）事業費 ４７３，４６８千円 

（うち、交付金 １５７，８２１千円） 
浄化槽（個人設置型） 事業費 ３６８，７１８千円 

（うち、交付金 １２２，９０６千円） 
合計   事業費 １，６６２，１８６千円 

（うち、交付金 ６９０，７２７千円） 
単独事業費 ６００，０００千円 



５－３ （略） 
 
６～８ （略） 
 

５－３ （略） 
 
６～８ （略） 
 
 

 


